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１ 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国においては、総人口の減少を背景とする少子高齢化や核家族化、高齢者世帯の増

加や小世帯化などを要因として、地域におけるコミュニティ意識の希薄化、地域活動の担

い手の高齢化や人材不足など、地域で支え合う力の弱体化が問題となっています。 

また、まちづくりの課題や住民のニーズが複雑かつ多様化する中で、子どもや高齢者へ

の虐待、孤立死、いじめ、閉じこもり、景気の低迷を背景とした生活困窮者の増加や定職

を持たない若者の増加など、様々な社会問題も顕在化しています。 

このような新たな地域課題への対応も見据えて、将来に向けて、誰もがいきいきと生活

することができる社会としていくためには、保健・医療・福祉等の制度によるサービスだ

けでなく、地域の絆によって住民相互が支え合い、助け合う活動が活発に展開されていく

ことが重要です。 

 

本市では、平成 16 年３月に「鳥取市地域福祉計画」を策定し、「明日を見つめ、英知を

出し合って 心なごむ社会を築こう」を基本理念として地域福祉を推進してきました。特

に、地域におけるネットワークのあり方に重点を置き、市民と行政の協働によって地域福

祉を進めていくことを目標として、様々な施策に取り組んできました。 

一方で、本市においても少子高齢化、小世帯化や一人暮らし高齢者の増加など家族形態

を取り巻く環境の変化に伴い、地域における助け合う力が徐々に弱まりつつあります。複

合的な福祉問題を抱えた世帯、制度の狭間にあって既存の福祉サービス等を受けられない

世帯の問題など、新たな福祉課題が生じています。 

増大する課題を解決するためには、地域福祉のより一層の推進が必要です。 

 

本市では、これまでの地域福祉の取組における現状や課題の整理を踏まえ、社会情勢の

変化や新たな市民ニーズに対応し、安心して暮らすことができる地域福祉を推進するため、

「鳥取市地域福祉計画・地域福祉活動計画（以下「本計画」と表記。）」を策定します。 

「地域福祉計画」は、地域福祉推進の主体である市民などの参画を得ながら、地域の様々

な福祉課題を明らかにし、その解決に向けた施策や取組を体系的にとりまとめた計画です。

一方、「地域福祉活動計画」は、鳥取市社会福祉協議会が主体となって策定する、福祉活

動を担う地域住民やボランティアなどの自主的・自発的な取組について体系化した、民間

活動の自主的な行動計画として位置付けられます。 

本市と鳥取市社会福祉協議会では、両者の連携を図り、より効果的に地域福祉を推進す

るために、両計画を一体的に策定します。 
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２ 地域福祉とは 

「地域福祉」とは、手助けや支援を必要としている人が抱える生活上の様々な問題や課

題を、高齢者や障がい者、子どもといった対象別ではなく、「地域」を中心として、共に

助け合い、支え合いながら、暮らしやすいまちづくりを進めていこうとする取組のことを

言います。 

そのためには、「日頃、身の回りで起こる問題は、まず個人や家庭の努力で解決（自助）

し、個人や家族内で解決できない問題は、隣近所やボランティア、ＮＰＯなどの活動（互

助）で解決する。さらに、介護保険制度、医療保険制度など社会保障制度等を活用する相

互扶助（共助）、地域で解決できない問題や公的な制度としての福祉・保健・医療その他

の関連する施策に基づくサービス供給等、行政でなければできないことは行政が中心と

なって解決する（公助）」といった、重層的な取組が必要です。 

 

自助・互助・共助・公助の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 助 互 助

共 助 公 助

自分でできることは

自分でする 

地域などで互いに

支え合う 

行政などの公的 

サービスを受ける

社会保障制度等を

活用する 

【自助】日常生活において、自分でで

きる範囲のことは自分で行い、住

民一人ひとりが豊かな生活を送る

ために努力する。 

【互助】近隣の人との日頃の声掛けや

見守りをはじめ、ボランティアやＮ

ＰＯ、住民組織での活動など、住民

同士の助け合い、支え合い活動。 

【共助】介護保険制度や医療保険制度

などを活用し、必要に応じて様々

な社会保障制度やサービスを受け

る。 

【公助】公的サービスの提供、住民活

動への支援、人権擁護に関する取

組や虐待防止など、行政施策とし

て行うべきもの。 
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３ 地域福祉に関する国や制度の動き 

（１）改正社会福祉法（平成 30 年４月１日施行）の概要 

平成 29 年 6 月公布の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成 29 年法律第 52 号）」により、社会福祉法の一部改正が行われました。

市町村においては、包括的な支援体制の整備（第 106 条の 3）の他、市町村地域福祉計画

の策定（第 107 条）に努めるものとされています。 

 

包括的な支援体制の整備 

第百六条の三 市町村は次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び

支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題

の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その

他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることがで

きる体制の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う

者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

必要な指針を公表するものとする 

社会福祉法（抜粋）

 

第 106 条の 3 第 2 項に基づく指針については、次の３つの地域づくりの方向性が示され

ています。 

 

地域づくりの３つの方向性「互いに影響し合い、「我が事」の意識を醸成」 

①「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的・積極的な取組の広がり 

②「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで活動する住民の増加 

③「一人の課題」について解決する経験の積み重ねによる誰もが暮らしやすい地域づくり

 

この他、地域福祉に関連する事項として、国では生活困窮者自立支援法（平成 27 年４

月施行）の地域福祉計画への反映、重要な担い手である地区民生委員・児童委員の活動環

境の整備を推進することとしています。また、平成 28 年４月に成立した「成年後見制度

利用促進法（成年後見制度の利用の促進に関する法律）」では、市町村は「成年後見制度

利用促進計画」の策定が努力義務化されました。 
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（２）市町村における包括的な支援体制の整備 

市町村において、改正社会福祉法第 106 条の 3 に基づく「包括的な支援体制の整備」が

求められる現状と課題及び体制整備の考え方として、次のような内容が示されています。 

 

地域福祉をめぐる現状と課題 

●世帯の複合課題 

・高齢の親と働いていない独身の 50 歳代の子が同居している世帯（いわゆる「8050 問

題」） 

・介護と育児に同時に直面する世帯（いわゆる「ダブルケア」） 

・障がい児の親が高齢化し介護を要する世帯 

・様々な課題が複合して生活が困窮している世帯 

●制度の狭間にある課題 

・制度の対象外、基準外、一時的なケース 

●自ら相談に行く力がない 

・頼る人がいない、自ら相談に行くことが困難 

・社会的孤立・排除、一例である「ごみ屋敷」、地域住民から見ると「気付いていても

何もできない」（見て見ぬふり） 

●地域の福祉力の脆弱化 

・少子高齢化や人口減少の進行、自治会・町内会の加入率減少などによる地域で課題を

解決していくという地域力の脆弱化 

●新たな地域課題 

・単身世帯の増加、賃貸住宅への入居時の保証の問題、入院時の対応や看取り、死亡後

の対応など成年後見を含め新たな生活支援が必要 

体制整備の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者 

地域包括ケアシステムの構築 

地域包括支援センター 

（高齢者を対象にした相談機関） 

障がい者 

地域移行・地域生活支援 

基幹相談支援センター等 

（障がい者を対象にした相談機関）

子ども・子育て家庭 

地域子育て支援拠点 

子育て世代包括支援センター 

（子ども・子育て家庭を 

対象にした相談機関） 

生活困窮者支援

共生型サービス 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

5 

 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

6 

 

 

 

 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

7 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

8 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

9 

（３）地域共生社会の実現 

地域共生社会とは、高齢者、障がい者、子どもなど制度や分野ごとの『縦割り』や、「支

える側（支え手）」「支えられる側（受け手）」という関係を超えて、「相互に支え合える」

ことを目指して、市民や地域の多様な主体が、あらゆる分野の活動に参画し、それぞれが

役割を持ち、支え合いながら暮らすことができる社会のことをいいます。 

 

 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

10 

（４）高齢者福祉・介護保険制度の動き 

わが国の高齢化は今後さらに進行し、医療や介護の需要も増大すると見込まれています。 

こうした中、介護保険制度を将来にわたり維持しつつ、高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続できるよう、限りある社会資源の有効な活用を踏まえ、住まい・医療・介護・介護

予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が求められており、

国においては、介護が必要な高齢者が急速に増加すると見込まれる平成 37 年までに構築

することを目指しています。 

平成 30 年度からスタートした第７期介護保険事業は、現制度に沿って進められた地域

包括ケアシステムを確立し、具体化させていくための重要な時期とされています。 

本市の第７期計画においては、「住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり」を

基本理念とし、地域福祉について市民の理解を深め、自主的な健康づくりや地域の見守り

等を促進する「地域共生社会の実現に向けて地域包括ケアシステムの充実を目指す」こと

を基本目標として定めています。 

全ての高齢者が、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けていけるよう、福祉サービス

のみならず、地域活動や生きがいづくり等も含めた、総合的な保健福祉の向上を図ること

に軸足を置いて策定しています。 

 

（５）障がい者制度の動き 

平成 28 年５月に成立した「障害者総合支援法」の改正法では、施設やグループホーム

を利用していた人を対象とする、定期巡回・随時対応サービス（自立生活援助）の創設を

はじめ、重度訪問介護の訪問先の拡大、医療的ケアを要する障がい児について、自治体に

保健・医療・福祉連携を促すことなどが示されています。 

このほか、平成 25 年６月には「障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法

律）」の改正（平成 28 年４月一部施行）や、平成 25 年６月「障害者差別解消法（障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律）」の成立（平成 28 年４月施行）など、障がい

のある方を取り巻く環境は大きく変化しています。 

本市においては「鳥取市障がい者計画」及び「第５期鳥取市障がい福祉計画・第１期鳥

取市障がい児福祉計画」に基づいて、施設入所者の地域生活への移行、精神障がいにも対

応した地域包括ケアシステムの構築等の様々な障がい者支援施策に取り組んでいます。 

 

（６）子育て支援制度の動き 

平成 27 年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、父母その他の保護

者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、家庭、学校、地域、

職域その他の社会のあらゆる分野で、子育て支援体制の構築が求められています。 

本市においては、平成 27 年３月に策定した「鳥取市子ども・子育て支援事業計画」に

おいて、「子ども 親 地域が輝く 子育て応援都市 とっとり」を基本理念とし、親が

喜びや生きがいを感じながら安心して子育てをすることができ、本市の未来を担うすべて

の子どもが明るく健やかに成長できるよう、これまでの子育て支援施策の取組を踏まえ、

本市で生まれ育つ全ての子どもが健やかに成長する環境と、地域全体で子育てを支える取

組の充実に向けて、ふれあい学級（幼児学級）、地域型保育事業の促進等の様々な施策を

推進しています。 
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（７）生活困窮者自立支援制度の動き 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談

支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずるこ

とを定めた「生活困窮者自立支援法」が、平成 27 年４月に施行されました。 

直面する複合的な生活課題に対し、個々の置かれている状況を明らかにし、就労への支

援や家計についての相談支援といった、これまで福祉分野で十分に行えていない支援を加

え、対象者の属性に関わりなく、複合的な課題に対する包括的な取組を推進することとし

ています。 

 

（８）自死対策の動き 

日本の年間自死者数は、平成 22 年以降７年連続で減少し、平成 24 年には 15 年ぶりに

３万人を下回り、平成 28 年では 2.2 万人にまで減少してきています。しかし、依然とし

て自死者数は年間２万人を超えており、人口 10 万人当たりの自死者数（自殺死亡率）は、

主要先進７か国の中でも上位となっています。 

自死対策は、社会における「生きることの阻害要因（自死のリスク要因）」を減らし、「生

きることの促進要因（自死に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自死

リスクを低下させることを目指して、平成 29 年に新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決

定されました。 
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２ 計画の概要 

 

１ 計画の性格 

「地域福祉計画」とは、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、地域福祉の推進に取り組

むための総括的な計画として、市町村が策定する「市町村地域福祉計画」です。 

本市では「第 10 次鳥取市総合計画」に即し、社会福祉法に規定された地域福祉の推進

に関する事項を基本に策定し、他の福祉関連計画との関係について、整合性、関連性を保

ち、地域福祉の共通の理念を示す総合的な計画となるものです。 

一方、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第 109 条の規定に基づき、地域福祉の推進

に取り組むための実践的な計画として、社会福祉協議会が策定する計画です。社会福祉協

議会は、その事業展開において重要な位置を占めることになります。 

地域福祉計画及び地域福祉活動計画は、ともに地域福祉を推進していくための計画であ

り、地域住民や団体、行政との協働など、理念や考え方などでも重なるところが多く、相

互に連携することが必要です。 

 

２ 根拠法について 

「社会福祉法」では、第４条において、今後の社会福祉の基本理念の一つとして「地域

福祉の推進」を掲げるとともに、地域福祉を推進する主体と目的を定め、地域における福

祉施策や住民の福祉活動を総合的に展開することを求めています。 

 

 

 

 

 

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民

が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に

努めなければならない。 

社会福祉法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で生活を営む 

全ての住民 

社会福祉法人、福祉サービスの提供をはじめ

とする、広範な社会福祉を目的とする事業を

経営する行政、ＮＰＯ法人・民間企業・生協・

農協等の事業者 

ボランティアやＮＰＯ、地区民生委員・児

童委員等の地域で福祉活動を行う人及び

グループや団体 

福祉サービスを必要としている全ての人 

（現在、サービスを利用していない人も含む。）
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３ 地域福祉計画 

地域福祉計画は、本市の将来を見据えた地域福祉のあり方や、地域福祉推進のための基

本的な施策の方向を定めるもので、地域福祉を推進するための総合的な計画であり、福祉

及び保健分野の個別計画を横断的につなぐ計画です。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する

事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、または変更しようとするときは、あらか

じめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査分析及び評

価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画

を変更するものとする。 

社会福祉法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1回作成委員会資料（30.05.29） 

 

14 

４ 地域福祉活動計画 

地域福祉活動計画は、「住民」「地域で福祉活動を行う者」「福祉事業を経営する者」が

相互に協力・連携して、地域福祉の推進を目的とする実践的な行動計画として、具体的な

取組が明示されたもので、福祉活動を行う地域住民やボランティアなどの自主的・自発的

な取組について体系化した、民間活動の自主的な行動計画として策定します。 

地域福祉計画との整合性を図りながら、社会福祉法第 109 条で地域福祉の推進役として

位置付けられた社会福祉協議会が中心となって策定します。 

また、地域住民や福祉活動の担い手の個別的な状況にも配慮するとともに、制度的に未

着手の分野にも先駆的・開拓的に事業展開し、住民の主体的な福祉活動やコミュニティづ

くり活動の推進、そのための人材育成などが特徴となっています。 

 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内

において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団

体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福

祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地

区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数

が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生

保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため

に必要な事業 

社会福祉法（抜粋） 

 

５ 一体的な策定 

地域福祉計画及び地域福祉活動計画は、ともに地域福祉を推進していくための計画であ

り、地域住民や団体等と行政との協働など、理念や考え方などでも重なるところが多く、

相互に連携することが必要不可欠となっています。 

本市及び鳥取市社会福祉協議会では、両計画の策定過程の共通化と取組の協働を図り、

改めて本市の地域福祉の方向性と相互の役割等を確認し、一体的に策定します。 
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６ 計画の位置付け 

本計画は、国や県の考え方及び本市の「第 10 次鳥取市総合計画」を踏まえ、他の部門

計画との整合に配慮し、計画の推進に当たっては、新たな課題や環境の変化に柔軟に対応

することとします。 

このため、「鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画」、「鳥取市障がい者計画及び

鳥取市障がい福祉計画」、「鳥取市子ども・子育て支援事業計画」、「とっとり市民元気

プラン（鳥取市健康づくり計画）」との整合を図るとともに、「地域福祉計画」と各個別

計画の対象分野が重なる部分については、個別計画の施策をもって「地域福祉計画」の一

部とみなします。 

また、男女共同参画、防災、人権などの他の個別計画と連携を図るとともに、福祉及び

保健分野の個別計画の策定や見直しにおいては、「地域福祉計画」の理念や目標に照らし

て行うこととします。 

 

【計画の位置づけ・他の福祉計画との関係性】 
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７ 計画の期間（案） 

 

旧地域福祉計画は、平成１６年度から平成２０年度までの５年間の計画としていました。

今回策定する地域福祉計画は、介護保険事業計画・高齢者福祉計画などの他の福祉関係の

行政計画の計画期間等を踏まえ、平成３１年度から平成３６年度までの６年間の計画とし

て策定します。 

また、計画の進捗状況や地域福祉を巡る社会情勢の変化等を把握して、成果を検証しな

がら、必要に応じて柔軟に見直すこととします。 

 

【関係計画の計画期間】 

計画名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度

鳥取市総合計画

鳥取市地域福祉計画

鳥取市地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

鳥取市介護保険事業計
画・高齢者福祉計画

鳥取市障がい者計画

鳥取市障がい福祉計画

鳥取市障がい児福祉計画

鳥取市子ども・子育て支
援事業計画

鳥取市健康づくり計画
（とっとり市民元気プラ

第２期計画（平成３３～３７年度）

第１期計画
（平成３０～３２年度

第２期計画
（平成３３～３５年度）

第３期計画
（平成３６～３８年度）

支援計画（平成２７～３１年度）

第２期計画（平成２８～３２年度）

第８期計画
（平成３３～３５年度）

第９期計画
（平成３６～３８年度）

基本計画（平成２７～３５年度）

第４期計画
（平成２７～２９年度）

第５期計画
（平成３０～３２年度

第６期計画
（平成３３～３５年度）

第６期計画
（平成２７～２９年度）

第７期計画
（平成３０～３２年度）

第７期計画
（平成３６～３８年度）

第２次鳥取市地域福祉計画
・第４次鳥取市地域福祉活動計画

（平成３１～３６年度）
平成３６年度～

第１０次基本構想（平成２８～３７年度）

第１１次基本構想（平成３８～４７年度）

第１０次基本計画（平成２８～３２年度） 第１１次基本計画（平成３３～３８年度）

 
 

 

 

 

 

 

 


